
別記様式第12号（第15条、第16条関係）（令元公安規3・一部改正）第号続行聴聞通知書再開年月日殿印年月日ににおいて行った続行聴聞を下記のとおりするので通知します。再開記聴聞の件名年月日聴聞の期日時分から聴聞の場所備考1不要の文字は、横線で消すこと。2用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。  


